
 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

許 認 可 等 の 内 容 日影による中高層建築物の高さ制限の適用除外の許可 

根 拠 法 令 及 び 条 項 建築基準法第５６条の２第１項 

所 管 部 課 係 名 まちづくり未来部建築審査課建築審査係 

審

査

基

準 

関 係 条 項  

基 準 

 

（ 未 設 定 の 場 

 

合はその理由） 

「建築基準法第５６条の２第１項ただし書の規定による
許可に係る包括同意基準」 

 

参 考 事 項 

解釈文書等 

「日影規制に係るただし書許可の取扱方針」（平成９年１

月 埼玉県住宅都市部長決裁） 

「建築基準法の一部を改正する法律の一部施行につい

て」（平成３０年９月２１日 国住指第２０７４号、国住

街第１８７号） 

「建築基準法の一部を改正する法律の一部施行につい

て」（平成３０年９月２１日 国住指第２０７５号、国住

街第１８８号） 

「建築基準法質疑応答集」（第一法規 平成元年） 

設 定 等 年 月 日 平成１９年４月２３日設定（ 年 月 日最終変更） 

標
準
処
理
期
間 

標準処理期間 

（ 未 設 定 の 場

合はその理由） 

６０日 

 

設 定 等 年 月 日 平成１６年４月１日設定（ 年 月 日最終変更） 

 


